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上尾中央総合病院 



上尾中央総合病院の概要 

                            所在地：埼玉県上尾市 

                                           開 設：昭和39年12月 

                                                                        許可病床数 733床 

                                                                     （一般584床・回復期リハ53床・  

                                                                ICU22床・HCU28床・小児特定16床・ 

                                                                           緩和ケア21床・感染症9床） 

                                                                      透析ベッド20床 

                                                                                            

                        ・厚生労働省臨床研修指定 

                        ・臨床修練等指定病院 

                        ・地域医療支援病院 

                        ・埼玉県がん診療指定病院 など 

理念： 高度な医療で愛し愛される病院 
 

 

 



2025年に向けて研修修了者のイメージ 
 上尾中央医科グループが目指しているのは・・・ 

一般病床・療養病棟 ： 複数名の配置 

  老人保健施設：夜勤者の1名が特定行為修了者 

訪問看護ステーション：１名以上の修了者 

上尾中央総合病院が目指しているのは各病棟（18）の 
夜勤者の1名が特定行為修了者がいるようにしたい 

約100人の養成を想定 
●1期生（7名） （2015年10月～2016年9月） 

●2期生（6名） （2016年4月～2017年3月） 

・・・特定行為研修指導者の育成を目的に 
募集は院内職員を中心とした 

●3期生（19名） 内訳：院内職員5名、AGM職員5名、院外受講生9名 



受講者の確保に向けた工夫・取り組み 

1. ホームページによる募集 

2. 院内職員や患者への周知 

3. 受講者（修了者）への支援 



１．募集方法 
• ホームページでの募集（12月中旬掲載予定） 

   ～29年度～ 

   募集定員：20名 

   選考方法：書類選考 

   受講要件：看護師経験5年以上・施設長の推 

          薦をえられること 

   提出書類：修了後施設でどのように活用できる 

          のか（小論文） 

 

 



ホームページ作成で考慮したこと 

★看護師特定行為研修自体の認識は未だ低い 

★どのような研修を行うのかイメージがわかない 

 

◎ホームページを見る人は、特定行為研修を受
講したいなど興味のある人 

    ・・・ならば 

 



イメージつくように写真を掲載 



• 修了生の声を掲載 

 28年掲載：1期生（院内職員）（院外職員‐認定看護師‐） 

 今年掲載：2期生（院外職員‐一般‐） 

        1期生で2期での追加受講生 

 

・・・いろいろな立場の受講生の声を掲載することで、 

 研修受講の心構えの一助になればと考えながら、改訂 

  



２．院内職員や患者への周知 

●修了者とわかるように
バッジを作成 
 

●医師を含めた管理者
の会議で、特定行為研
修について周知 
 
●入院時に案内を配布 



３．受講者（修了者）への支援 
• 受講は、研修出張扱い（AMG規定） 
• 特定区分受講を同日に重ならないよう工夫 
• 臨地実習期間を前年度より長くした 
 
• 修了者へのインセンティブ（AMG規定） 
  月額5,000円～10,000円の手当支給  
• 看護師特定行為研修管理委員会の下部組織に 
  『特定行為研修実践者部会』を発足 
 ⇒修了者の特定行為ごとの実施件数の把握や、   
   実施する事での問題点や課題を抽出し、委員会  
   での報告と修了者への支援 
 
 

 



今後の課題 

 ＊実習事例の確保が可能か？ 
 ＊実習協力施設を増やす 

 ＊院外の受講生の修了後の把握方法の検討 

  （それぞれの手順書の活用や実務把握、自己    

        研鑽を個々でどのようにするか・・・等） 

各特定行為5～10症例の実施 



御清聴ありがとうございました 


